
建 第 ８ ７ ２ 号 

令和７年１月 28 日 

（ 公 印 省 略 ） 

 

鹿児島県鉄筋業組合 御中 

 

鹿児島県土木部建築課長 

 

建築物の基礎配筋における補強筋の緊結について（お知らせ） 

 

 平素より，本県の住宅・建築行政の推進に御協力をいただき誠にありがとうございます。 

 さて，建築基準法では，原則，全ての建築物を対象に，法基準の適合性を審査・検査するため，

工事着手前の建築確認（同法第６条）や工事完了後の完了検査等（同法第７条）の手続きを定めて

います。 

これまで，都市計画区域等の区域内の２階建て以下かつ延べ面積500㎡以下の木造建築物等で建

築士が設計・工事監理を行った場合は，建築確認・検査時に構造安全性の基準（基礎配筋の基準も

含まれます）など一部の規定の審査・検査が省略される特例制度（いわゆる「４号特例」）が設けら

れていました。また，都市計画区域等の区域外においては，同建築物は建築確認・検査の対象では

ありませんでした。 

令和７年４月１日以降は，改正建築基準法の施行により，審査・検査の特例制度の対象が縮小さ

れ，２階建ての木造一戸建て住宅等については，適用される全ての規定について審査・検査を行う

ことになります。また，都市計画区域等の区域外において，これらの建築等を行う場合にあっても

建築確認・検査の対象となります。 

具体的には，審査・検査の特例制度の対象が，平屋建てかつ延べ面積200㎡以下に縮小され，２

階建ての木造一戸建て住宅等では，審査・検査が省略されていた構造関係規定等について，立地に

関わりなく審査・検査が必要となります。 

構造関係規定のうち，布基礎，べた基礎については，「平成 12 年建設省告示第 1347 号」におい

て「立上り部分の主筋（上端と下部の底盤）を補強筋と緊結しなければならない」と定め，当該部

分は，別添のとおり「フック付きの鉄筋か，フック付きと同等以上の性能を有している住宅用ユニ

ット鉄筋等を用いることが必要」となっています。 

つきましては，貴組合におかれまして，建築物の基礎の配筋施工の際，適法な施工となるよう，

貴組合員の皆様及び鉄筋施工業に携わる関係の皆様に御周知いただきますようお願いいたします。 

なお，完了検査の際は，基礎配筋の状況について写真の提示を求めることになりますので，事前

に工事監理者又は工事施工者とも連絡を取り合うなど重ねて御協力をよろしくお願いします。 

 

【問合せ先】 鹿児島県土木部建築課計画指導係 TEL:099-286-3710 

           又は，県の各地域振興局土木建築課又は各支庁建設課 

            鹿児島市，鹿屋市，薩摩川内市，霧島市内においては，各市の建築担当窓口 



（別添） 

 

添付資料は，国土交通省ＨＰ「資料ライブラリー」に掲載されている「改正建築基準法 

２階建ての木造一戸建て住宅（軸組構法）等の確認申請・審査マニュアル」から抜粋し

た資料になります。 

 

 

表紙が，以下のような資料です 

 








